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①↑入力 ②クリック
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笛吹川沿岸土地改良区 山梨市小原西993番地　TEL 0553-22-2469／FAX 0553-22-7627

ご安心果菜

－ 目 次 －

ください

笛吹の清流が育む豊かな実り

平成30年４月１日発行

第30-1号

笛吹畑かんだより笛吹畑かんだより笛吹畑かんだより

このシンボルマークと
「ご安心果菜」は

笛吹川沿岸土地改良区の
登録商標です。

ください

（甲州市勝沼町のブドウ畑から眺望する受益地風景）
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　組合員の皆様におかれましては、益 ご々健勝にてご活躍のこととお慶び申し
上げます。
　昨年は春先は降水量が少なく、さらに秋の長雨などがあり農作物の生育が
心配されました。ブドウ、モモとも出荷量はやや減少したものの、販売額は
前年度を上回る成績とのことですが、自然相手の農業にとって気象の変動は
心配なことであります。今年は、気候に恵まれ峡東地域の農業生産にとって
良い年であると願いたいものです。
　私は、この３月の臨時理事会においてご推挙をいただき理事長に就任いた
しました。土地改良区の発展のために微力ではありますが万全を期してまいる
所存でありますので、よろしくお願いいたします。
　最初に、この頁の下段で紹介していますとおり、専務理事の就退任がありま
した。また職員の退職もありましたので、新年度を迎えるにあたり、新人の職
員を配属し事務局体制を整えたところであります。なお、管理課の地区担当

は従来どおり対応してまいりますので、ご承知おきください。
　次に、国営の基幹水利施設についてですが、長寿命化を図るため「機能保全事業」を導入しており、
６年が経過したところです。現在までの進捗率は事業費ベースで５１％でありますが、本年度末には中
央管理所に新しい水管理施設が完成し、効率の良い運用が期待されています。今後も国の笛吹川沿岸
支所のご協力のもと、順次、補修や改修を進めてまいります。
　また、国営施設から派生する県営施設についても近年経年劣化が激しく、突発的事故や故障などが
頻繁に発生し、維持管理費の増嵩の原因を作っています。これらについては改良区で対応していますが、
修繕工事によっては断水など、ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。
　さて、土地改良区の意志決定機関であります総代会が次頁のとおり開催されました。
平成３０年度の当初予算については、一般会計では、事務事業の創意工夫や負担軽減対策を講じてい
ますが、維持管理費の増嵩に対処するよう、やむを得ず管理費を１％強ほど値上げをお願いいたします。
各種の特別会計においては前年度同様の必要額を計上し予算編成を行いました。
　これからも、改良区役職員一同、施設の管理・運営に万全を期すとともに、各種の事業を活用した取
り組みや、新しい課題にも積極的に挑戦したいと思っておりますので、組合員の皆様の一層のご支援ご
協力をお願い申し上げ、挨拶といたします。

　平成３０年３月９日開催の通常総代会において、永年にわたり功績の
あった藤原一浩管理課長に感謝状が贈呈されました。
　藤原氏におかれましては、昭和６２年４月に土地改良区に採用されて以
来３１年間に亘り勤務され、平成３０年３月３１日をもって退職されました。
　長年のご貢献に敬意を表し、お礼申し上げます。

　この４月より専務理事を仰せつかりました。よろしくお願いします。地元の山梨市に
住み、これまで、峡東地域の農業・農村整備事業には何度もかかわってきました。理
事長の下、農業用水の安定供給を図ることにより、管内の農業生産の向上や土地改良
区の発展のために微力ではありますが、期待に応えるよう与えられた職務に精励したい
と思います。組合員の皆様には、なお一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

　横田氏におかれましては、平成２４年１０月に専務理事に就任されて以来、常勤理事
として事務局の統括を行い、円滑な事務事業の運営等にご尽力されました。
　在任中は、長年の懸案事項でありました施設の長寿命化や管理の軽減を図る目的で
新設された「国営施設機能保全事業」の導入に注力し、土地改良区の経営基盤の強
化に向けて大きく貢献されました。
　長年のご尽力に敬意を表し、お礼を申し上げます。

理 事 長 あ い さ つ理 事 長 あ い さ つ

平成30年４月１日付けで、荻原修氏が専務理事
に就任いたしましたので、ご報告いたします。専務理事の就退任について専務理事の就退任について

理事長表彰について理事長表彰について

新専務理事　荻原　修

理事長　高 木 晴 雄
（山梨市長）

前専務理事　横田達夫

笛吹畑かんだより笛吹畑かんだより



489,061,374
140,963,300
94,210,966
49,693,694
265,979

15,650,605
7,456,811

458,880,674
140,350,000
93,710,966
3,886,248
265,979

15,520,027
7,456,811

30,180,700
613,300
500,000

45,807,446
0

130,578
0

一 般 会 計
国 営 事 業 特 別 会 計
県 営 事 業 特 別 会 計
転用決済金特別会計
繰 上 償 還 特 別 会 計
太陽光発電事業特別会計
国営笛吹川沿岸太陽光発電事業特別会計

会 計 名 収 入 合 計 支 出 合 計 繰 越 額
（単位：円 ) 143,401,044

118,919,948
134,527,676
3,149,571
300,000
50,000
3,000

26,087,903

職員退職手当支給準備基金
財 政 調 整 基 金
償 還 対 策 基 金
総 代 選 挙 執 行 積 立 金
事務所建設・移転準備基金
山梨県信用農業協同組合連合会出資金
フルーツ山梨農業協同組合出資金
国営未処理用地の処理に係る補償金

基金・積立金等 年度末残高
（単位：円 )

283,959,149
107,870,552
2,203,188,000

㈱日本政策金融公庫
フルーツ山梨農業協同組合

山梨県

取引金融機関等 年度末借入残高
（単位：円 )

－ 3 －

第30－1号 笛吹畑かんだより笛吹畑かんだより

　平成 30 年３月９日、山梨県市町村職員
共済組合保養所『ホテルやまなみ』におい
て、総代 79 名中 64 名のご出席をいただき、
通常総代会を開催いたしました。
　議長に笛吹市の宮澤黎夫総代を選任し、
議事については 21 議案が審議され、平成
29 年度諸会計補正予算、平成 30 年度諸会
計予算等、全議案が原案どおり可決されま
した。

平 成 ２９ 年 度 　 通 常 総 代 会 開 催平 成 ２９ 年 度 　 通 常 総 代 会 開 催

平成２８年度一般会計・各種特別会計決算報告平成２８年度一般会計・各種特別会計決算報告

446,359
140,620
73,963
49,107
331

16,002
8,301

一 般 会 計
国 営 事 業 特 別 会 計
県 営 事 業 特 別 会 計
転 用 決 済 金 特 別 会 計
繰 上 償 還 特 別 会 計
太 陽 光 発 電 事 業 特 別 会 計
国営笛吹川沿岸太陽光発電事業特別会計

会 計 名 予算額
（単位：千円 )

負債（区債）

基金・積立金等 

組　合　費
使　用　料
補　助　金
補　償　費
適正化事業
寄　付　金
雑　収　入
負　担　金
繰　入　金
繰　越　金
収 入 合 計

202,280
1

42,274
112,000
38,700

1
2,530
35,140
7,503
5,930
446,359

148,067
217,190
57,240
100
3,500
13,313
2,580
4,369

446,359

予算額科　　目
収　　入 （単位：千円 ) （単位：千円 )支　　出

事　務　所　費
維 持 管 理 費
適 正 化 事 業
借入金返済利子
選　　挙　　費
繰　　出　　金
雑　　支　　出
予　　備　　費

支　出　合　計

予算額科　　目

適正化事業
54,478,000 円

適正化事業
36,900,000 円

雑収入
7,802,650 円

寄付金
0円

負担金
35,604,336 円

繰入金
27,689,718 円 繰越金

56,691,054 円
借入金返済利子 0円

繰出金 13,519,298 円

雑支出 1,867,822 円
予備費 0円

選挙費 0円

収入総額　489,061,374 円 支出総額　458,880,674 円

補助金 42,274,000 円
受託費 0円

使用料
10,800 円

補償費
83,503,200 円

組合費
198,585,616 円

維持管理費
215,279,530 円

事務所費
173,736,024 円

会計別決算状況

平成28年度　一般会計収入支出決算内訳

平成30年度　各種会計予算総括表

平成30年度　一般会計収入支出予算
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▶名義等が変更したとき（土地改良法第４３条）
土地改良区へ組合員資格得喪通知書の提出が義務付けられています。
　○組合員の死亡等による農地の相続　　　　　　○経営移譲
　○農地の売買、贈与等による所有権の移転　　　○組合員の住所を変更

▶権利義務の継承について（土地改良法第４２条）
土地改良法第４２条の規定に基づき新資格者が権利義務を継承することから、対象となる土地
に滞納賦課金がある場合には滞納金も継承することになりますので、土地の移転手続きの際に
は、必ず清算を行って下さい。

▶受益地を農地以外に転用するとき（土地改良法第４２条第２項）
受益地区除外申請の届け出並びに転用決済金の納入が必要となります。
また、畑かん受益地区から除外する場合は、他の加入者の利用を妨げないための工事が必要と
なり、畑かん施設の移設・改築を行うため、協議書の提出が必要となります。
※公共事業による転用の場合は、事業主体が届け出るのか？加入者が届け出るのか？事業主体
との協議が必要となります。
　○宅地・駐車場・店舗等へ転用する場合　　○公共事業用地（道路等）に転用する場合

組合員の皆様へ！　こんなときは届出が必要です！組合員の皆様へ！　こんなときは届出が必要です！

　畑かん県営事業費償還金の一括償還を行うことが出来ます。（毎年１２月２０日締め切り）

笛吹畑かん県営事業費償還金の繰上償還について笛吹畑かん県営事業費償還金の繰上償還について

笛吹畑かんだより笛吹畑かんだより

平成30年度 賦課金の徴収期日の決定！

賦課金の期限内納入にご協力をお願いします！

賦課金の徴収方法
１期賦課金（経常費賦課金）
　　　　　　　………平成30年 6 月25日（月）
２期賦課金（特 別 賦 課 金）
　　　　　　　………平成30年11月26日（月）

〇 農業協同組合口座より自動
　 引き落とし

〇 現金直接納入

　賦課金滞納者については、受益農家の公平・公正
を図るため、土地改良法及び関係法令に基づき、山
梨県知事の認可を受け、不動産・預貯金等財産の差
押を実施しております。
　現在未納がある方に対しては、滞納処分対象者と
して、手続きを継続して執行しておりますので、至
急納入して下さい。

※ご相談等されたい場合には、土地改良区 総務課まで
　（電話）０５５３－２２－２４６９

　譲渡所得の確定申告の際、譲渡
を目的として土地改良区に支払わ
れた農地転用決済金等が、譲渡費
用として控除されることとなりま
した。

賦課金滞納者の財産差押えの継続執行 税務署からのお知らせ

詳しくは税務署の
資産課税（担当）部門に
お尋ね下さい！
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任期満了に伴う総代選挙の実施及び役員選任のお知らせ任期満了に伴う総代選挙の実施及び役員選任のお知らせ

　土地改良区の総代及び役員（理事・監事）の“任期は４年”であり、本年が改選の年となります。

消費税法改正等に伴う土地改良区の経常経費の値上げについて（お願い）消費税法改正等に伴う土地改良区の経常経費の値上げについて（お願い）

　平成２７年４月に消費税法の一部が改正となり、平成３１年１０月１日
より消費税率が現行の８％から１０％へ引上げされることとなりました。
　また、近年施設の老朽化に伴う緊急性の高い補修工事が年々増加傾向に
あり、平成２９年度の一般会計においては、維持管理費の予算が大幅に不
足し、財政調整基金から取り崩しを行いました。土地改良区では組合員の
負担軽減を第一に考え経費節減等に努めておりますが、さらなる経常経費
の値上がりを余儀なくされている現状です。
　大変厳しい状況下ではありますが、組合員の皆様方のご理解・ご協力を
お願いいたします。

第1選挙区
第2選挙区
第3選挙区
第4選挙区
第5選挙区
第6選挙区
第7選挙区
第8選挙区
第9選挙区
第10選挙区
第11選挙区
第12選挙区
第13選挙区

甲州市塩山地区
甲州市勝沼地区
山梨市山梨地区
山梨市牧丘地区
笛吹市春日居地区
笛吹市石和地区
笛吹市御坂地区
笛吹市一宮地区
笛吹市八代地区
笛吹市境川地区
甲府市中道地区
中央市豊富地区
市川三郷町三珠地区

5名
7名
13名
3名
2名
1名
8名
12名
7名
6名
7名
5名
4名
80名

総　代　８０名 役　員（理事３４名・監事２名）

　総代会は土地改良区の最高議決機関であり、
重要事項の決定に参画していただきます。

任期満了日 　平成 30 年 8 月 10 日

改選後の任期
　平成 30 年 8 月 11 日～平成 34 年 8 月 10 日

　理事会は土地改良区の執行機関であり、今後の
組織運営方針や重要事項を審議していただきます。

任期満了日 　平成 30 年 9 月 9 日

改選後の任期
　平成 30 年 9 月 10 日～平成 34 年 9 月 9 日

選挙区と総代定数 被選任区と役員定数

選挙区

計

選挙区域 総代定数

第1被選任区
第2被選任区
第3被選任区
第4被選任区
第5被選任区
第6被選任区
第7被選任区
第8被選任区
第9被選任区
第10被選任区
第11被選任区
第12被選任区
第13被選任区

甲州市塩山地区
甲州市勝沼地区
山梨市山梨地区
山梨市牧丘地区
笛吹市春日居地区
笛吹市石和地区
笛吹市御坂地区
笛吹市一宮地区
笛吹市八代地区
笛吹市境川地区
甲府市中道地区
中央市豊富地区
市川三郷町三珠地区

2名
3名
2名
2名
2名
1名
3名
3名
2名
2名
2名
2名
1名
6名
1名
34名

1名

1名

2名

被選任区

計
学識経験者
員　　　外

被選任区域
役員数

理事 監事

重要です！
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畑かん施設は地域の財産！　日々の点検・管理が大切です畑かん施設は地域の財産！　日々の点検・管理が大切です

漏水が発生したら、まず止水！　止水処理については、各ブロック長へ連絡を漏水が発生したら、まず止水！　止水処理については、各ブロック長へ連絡を

冬季における給水栓の不凍栓バルブの取扱い及び操作方法冬季における給水栓の不凍栓バルブの取扱い及び操作方法

　圃場内の散水施設及び電磁弁・給水栓等は自分の農機具であるという認識をしていただき、日
常の施設管理をお願いします。

▶散水方法について
〇電磁弁設置地区は自動散水が原則ですが、ハウス栽培等については、ブロック長と協議をし
て下さい。

〇バルブ散水地区では、バルブの開閉時に無理な力の入れすぎに注意して下さい。
※ 圃場までの常時通水は、漏水発生時に表土流失等の原因になり、また、管理費の増嵩につな

がるので絶対にしないで下さい。

▶冬季の管理について
〇電磁弁ボックス内に、発泡スチロール等を入れ、ビニールで覆って下さい。
〇給水栓は、不凍栓バルブを閉じて、上部のバルブを開けて下さい。
不凍栓が無い場合は、防寒対策（布・ビニール等を巻くなど）をして下さい。

〇冬季の散水は、道路に飛散すると凍結しスリップ事故につながる恐れがあるので、注意して
下さい。

※ 凍結による給水栓バルブ破損の場合は、各ブロック負担になります。

▶春先の一斉散水について
〇制御器、電磁弁及びスプリンクラーの使い始めの時期（３～４月）に故障が集中するため、
即時対応が出来ない場合があります。
早めの散水試験と圃場内バルブ及びスプリンクラーの整備・点検をお願いします。

▶圃場バルブについて
〇圃場内散水バルブより先は個人管理になっています。

バルブ故障は個人負担ですので、力の入れすぎには注意して下さい。
圃場内バルブに限らず、故意・過失による畑かん施設破損については、個人負担になります。

※日頃から止水箇所を確認し、作動確認も定期的に行って下さい。
※給水栓の不凍栓バルブの故障が多発しています。使用時は特に注意して下さい。

発見者 → ブロック長 → 土地改良区
▼発生場所（分水名・ブロック名・電磁弁番号）
▼状況報告（漏水・水が出ない・機器故障等）
▼通報者及び関係者の氏名・連絡先

第30－1号笛吹畑かんだより笛吹畑かんだより

○不凍栓は凍結期のみ使用
として下さい。
○日常的な不凍栓開閉は、
故障の原因になります。
○不凍栓は白色・緑色又は
オレンジ色があり、開閉
の回転数が異なります。

不凍栓の故障は急激な
ハンドル開閉が原因。
ゆっくり開閉して下さ
い。

バルブを開けないと立
上り管内の水は排水さ
れません。

不凍栓が無い場合は、
防寒対策として布やビ
ニールを巻いて下さい。

① ② ③
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　国営事業により造成されたファームポンド（調整池）は、火災発生時の防火用水としての機能
を併せ持っており、この多面性に着眼し地域と一体となって施設管理体制を構築することが、こ
の事業の目的です。

【事 業 名】国営造成施設管理体制整備促進事業　『管理体制整備型』
【実施期間】平成30年度～平成34年度（第4期）【補助額】 42,274千円（国50％・県25％・市町25％）
【主な管理の範囲】ファームポンド（調整池）内及び周辺除草、給水栓の点検及び凍結対策等

【維持管理に参画している９箇所の行政区】
右岸１分水　山梨市牧丘町窪平区・替地区、右岸２－２分水　山梨市
久保区・紺屋区・西区・藤ノ木団地自治会、右岸２－３分水　山梨市
市川区、左岸２分水　甲州市塩山下萩原区、左岸３－１分水　甲州市
塩山牛奥区、左岸３－２分水・左岸３－３分水　甲州市勝沼町菱山第
１区、笛吹畑かん菱山管理運営委員会、左岸６分水　笛吹市境川町大
黒坂区、左岸７－１分水　笛吹市境川町大窪区

【地域貢献活動に参画している企業】　鉄建建設㈱　東京支店

農家負担軽減につながる維持管理協定　（13地区のうち９地区締結済）農家負担軽減につながる維持管理協定　（13地区のうち９地区締結済）

後継者がいない、また農地を相続したが事情により耕作が出来ない場合等

農地中間管理事業をご利用ください。農地中間管理事業をご利用ください。

（除草作業の様子）

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農業経営のリタイア、規模縮小などを
理由に農地を貸したい農家（所有者）から農地を借り受け、農業経営の効率化や規
模拡大を考えている担い手（借受者）に貸し付ける制度です。

〇公的な機関（農地中間管理機構）が農地を預かるため安心して貸し出せます。
〇貸し付けにあっては地域農業に配慮し、「人・農地プラン」等で位置づけられた

担い手に農地を集約して貸付、有効利用出来るようにします。

出し手
（所有者）

機構へ貸付け 機構から借受け農地中間
管理機構

借受け
貸付けご相談窓口

農地を貸したい
経営縮小したい
離農したい

担い手
（借受者）
新たに農地を
借りたい
集約、集積したい
新規就農したい

第30－1号 笛吹畑かんだより笛吹畑かんだより

【ご相談窓口】　関係市町農業委員会または山梨県農業振興公社までお願いします。

（借受希望者の
募集）に応募

機構の公募
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２１世紀創造運動の取り組み２１世紀創造運動の取り組み

　平成 29 年８月 20 日（日）山梨市三富地内「道
の駅みとみ」特設会場において、第 12 回笛吹
川源流まつりに土地改良区の役職員と関東農政
局西関東土地改良調査管理事務所の職員ととも
に参加いたしました。
　今回は、平成 29 年３月 14 日に受益地である
峡東地域（甲州市・山梨市・笛吹市）が日本農
業遺産に認定されたことを受け、県内外の非農
家や地域住民に農業農村が果たす役割等や魅力
を発信するため、ブドウの試食を行いながら展
示パネル等を掲示し、幅広く周知しました。
　これからも役職員一同積極的にイベント等に
参加し、21 世紀創造運動を展開してまいります。

　当土地改良区では、笛吹ブランドの確立に向けた取
り組みを積極的に行っております。
　平成 21 年度から販売を開始いたしましたリーフレット
は、現在まで約 97,000 枚を売り上げ、多くの皆様方に
ご購入をいただいております。
　ぜひこの機会にリーフレットを活用し、笛吹川名水で
育った安心・安全な農産物のPRをしてみませんか？

笛吹川名水育ち　「ご安心果菜」　リーフレット　好評販売中！笛吹川名水育ち　「ご安心果菜」　リーフレット　好評販売中！
く だ さ いく だ さ い

規　　格 Ｂ５判

１枚　８円
※１００枚単位でのご注文となります。

宅配、直売所（観光農園）他

笛吹畑かん加入地で作られた農産物
のみご使用下さい。

価　　格

利用方法

注意事項

オリジナルのＰＲコメントを入れる
ことが出来ます！

宅配にも活用して
いただいております！

◆生産者名　　◆住所　　◆電話番号
◆取扱農産物　◆ＰＲコメント

　土地改良区へ直接お問い合わせいただくか、ホームページより申し込み用紙をダウンロード
し、必要事項をご記入の上、土地改良区へ提出して下さい。

笛吹川沿岸土地改良区　総務課まで　（電話）0553-22-2469

▼ お申し込み方法 ▼

第30－1号笛吹畑かんだより笛吹畑かんだより

（笛吹川源流まつり）

（峡東地域の果樹農業
システム）


